
    長崎市図書館建設基本計画検討協議会設置要綱  

  （設置）  

第１条 生涯学習の基盤施設として設置する図書館に関し、その建設に係   

る基本計画について、広く市民等の意見を聴取するため、長崎市図書館  

  建設基本計画検討協議会（以下「協議会」という。）を置く。  

 （所掌事務）  

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。  

  (1) 図書館建設の基本計画に関すること。  

  (2) その他図書館の建設に必要な事項に関すること。  

 （組織）  

第３条 協議会は、委員１６人以内で組織する。  

２ 委員は、学識経験を有する者及び一般市民のうちから市長が指名する。  

 （任期）  

第４条 委員の任期は、協議会が第７条に定める報告が終了するまでの間   

とする。  

  (会長) 

第５条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。  

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。  

３  会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務 

を代理する。  

 （会議）  

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。  

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。  

 

 

 



 （報告）  

第７条 協議会は、意見の取りまとめが終わったときは、その結果を市長   

に報告するものとする。  

 （庶務）  

第８条 協議会の庶務は、長崎市図書センターにおいて処理する。  

 （委任）  

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

 会長が協議会に諮って定める。  

 

      附則  

  この要綱は、平成１５年３月２４日から施行する。  
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